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令 和 ５ 年 度

一 般 会 計 補 正 予 算 書 （ 第 ７ 号 ）

北 栄 町

令和５年１０月２３日



令和５年度北栄町一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

（地方債の補正）
第２条　地方債の追加は、「第２表　地方債補正」による。

北　栄　町　長　　　手　　嶋　　　俊　　樹
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議 案 第 ７ １ 号

令 和 ５ 年 度 北 栄 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ）

令和５年１０月２３日　提　　出

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，２７６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，８３６，０８５千円と定める。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。
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款 補  正  額 計

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

（単位：千円）歳 入

項 補 正 前 の 額

繰 入 金18 675,521 1,676 677,197

基 金 繰 入 金1 671,399 1,676 673,075

町 債21 1,499,995 6,600 1,506,595

町 債1 1,499,995 6,600 1,506,595

11,836,085歳              入              合              計 11,827,809 8,276

m-isoe
スタンプ

m-isoe
スタンプ

m-isoe
スタンプ



 （追 加）            （単位：千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償　還　の　方　法
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第 ２ 表 地 方 債 補 正

過疎対策事業債
　（中央公民館大栄分館建替事業）

6,600
証書借入

又は
証券発行

　年5.0％以内
（ただし、利率見直し方
式で借り入れる資金に
ついて、利率の見直し
を行った後において
は、当該見直し後の利
率）

　償還期限30年以内（内据置5年以
内）年賦又は半年賦元利均等又は元
金均等償還とする。（融資条件につい
ては借入先の定めるところによる。）
　ただし、町財政の都合により、据置
期間及び償還期限を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に借り換えする
ことができる。
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２　歳　入

（単位：千円）基金繰入金1繰入金（款） 18 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

1,676財政調整基金繰入11,676財政調整基金繰入5 221,576219,900 1,676財政調整基金繰入金

金金

673,0751,676671,399計

町債（項） 1町債（款） 21

6,600過疎対策事業債26,600教育債7 112,200105,600 6,600過疎対策事業債（中央公民館大栄分館建替事業）

1,506,5956,6001,499,995計

m-isoe
スタンプ


